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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から出射された光束を測定光と参照光に分割し、被検眼から反射された前記測定光
と、前記参照光との干渉状態を検出器により検出する干渉光学系と、
　駆動手段を有し、深さ方向の撮影位置を調整するため前記測定光と前記参照光との光路
長差を変更する光路差変更手段と、
　光スキャナの駆動を制御して被検眼上で測定光を走査させ、前記検出器からの出力信号
に基づいて被検眼の断層像を取得する画像取得手段であって、前記光スキャナの駆動を制
御して被検眼上で測定光を二次元的に走査させ、前記検出器からの出力信号に基づき，被
検眼のＸＹ方向に関して所定の深さ領域に対応する正面像を取得する画像取得手段と、を
備える眼科撮影装置であって、
　撮影位置を虹彩に合わせて被検眼の虹彩部分を含んだ正面像をモニタに出力させるため
に前記駆動手段を動作させる第１の調整と、前記第１の調整後、前記モニタに被検眼の虹
彩部分を含んだ正面像が出力された状態において、画像の撮影を開始するトリガ信号の出
力に応答して、前記駆動手段の駆動を制御し、撮影部位を虹彩から角膜にシフトさせる第
２の調整を行う撮影位置調整手段、
　を備え、
　前記画像取得手段は、前記撮影位置調整手段による前記第２の調整後、被検眼の角膜断
層像を取得することを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項２】
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　請求項１の眼科撮影装置において、
　前記駆動手段は、前記干渉光学系に配置された光学部材の少なくとも一部を光軸方向に
移動させる駆動手段であることを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項３】
　請求項１又は２の眼科撮影装置において、
　前記制御手段は、前記駆動手段の駆動を制御して、前記干渉光学系に配置された光学部
材の少なくとも一部を光軸方向に移動させ、
　前記検出器から出力される出力信号を各位置にて取得し、取得された出力信号に対して
角膜に対応する信号の有無を判定し、
　角膜有りと判定された位置に前記光学部材の少なくとも一部を位置させることを特徴と
する眼科撮影装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかの眼科撮影装置において、
画像の撮影を開始するトリガ信号の出力に応答して、被検眼の虹彩部分を含んだ正面像を
取得するとともに、前記撮影位置調整手段による前記第２の調整を行い、前記第２の調整
後、被検眼の角膜断層像を取得することを特徴とする眼科撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　被検者眼の前眼部断層像を撮影する眼科撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼科撮影装置として、例えば、光源から出射された光束を測定光束と参照光束に分割し
、測定光束を被検眼の前眼部に導き，参照光束を参照光学系に導いた後、被検眼の前眼部
で反射した測定光束と参照光束との合成により得られる干渉光を受光素子に受光させる干
渉光学系を持ち、被検眼前眼部の断層像を撮影する前眼部断層像撮影装置（Optical Cohe
rence Tomography：ＯＣＴ）が知られている。このような装置では、所定の光路長変更部
材を光軸方向に移動させることで、被検眼の眼軸長の違いに対応して測定光と参照光の光
路差が調整できるようになっている。
【０００３】
　ところで、上記のような装置において、測定光の焦点位置を眼底から前眼部へと移動さ
せるレンズ系を持つアダプターを検査窓に装着し、前眼部断層像が得られるように、測定
光と参照光の光路差を調整することにより、前眼部断層像を撮像していた。
【０００４】
　また、ＯＣＴの干渉信号に基づいて正面画像を取得する装置が知られている。例えば、
本装置は、測定光を二次元的に走査させ、ＸＹ各点について受光素子からの干渉信号のス
ペクトル強度を積算することにより正面像を得る（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許登録第７３０１６４４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ＳＬＯ光学系もしくは赤外線カメラ等の正面撮影専用の光学系を用いずに撮
影条件の調整を行う場合、ＯＣＴ光学系を用いて、眼の視線方向を確認し、断層像の撮影
を行う必要がある。
【０００７】
　しかしながら、ＯＣＴ光学系では、干渉信号を取得できる深さ方向（Ｚ方向）の撮影範
囲が限定されており、前眼部正面像を取得した場合に、前眼部正面像が良好に表示されな
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い場合がある。
【０００８】
　例えば、図３（ｂ）に示すように、角膜断層像を観察した状態において、その深さ方向
の干渉信号より前眼部正面像を取得した場合には、深さ方向の干渉信号に、瞳孔周辺部（
例えば、虹彩等）の情報まで含まれていないため、瞳孔部分を含む前眼部正面像を取得す
ることができなくなる。
【０００９】
　このため、角膜断層像を観察した状態では、瞳孔位置を観察することが困難となり、視
線方向を確認することが困難となる。
【００１０】
　そして、視線方向が正面を向いていない状態で撮影が行われてしまうことがありうる。
このため、眼の視軸と装置の撮影光軸を一致していない状態下にて撮影が行われ、角膜断
層像が良好に取得されない場合がある。
【００１１】
　本発明は、上記問題点を鑑み、前眼部正面撮影専用の光学系を用いずに、好適に眼の断
層像を取得できる眼科撮影装置を提供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【００１３】
　（１）　本開示の第１態様に係る眼科撮影装置は、光源から出射された光束を測定光と
参照光に分割し、被検眼から反射された前記測定光と、前記参照光との干渉状態を検出器
により検出する干渉光学系と、駆動手段を有し、深さ方向の撮影位置を調整するため前記
測定光と前記参照光との光路長差を変更する光路差変更手段と、光スキャナの駆動を制御
して被検眼上で測定光を走査させ、前記検出器からの出力信号に基づいて被検眼の断層像
を取得する画像取得手段であって、前記光スキャナの駆動を制御して被検眼上で測定光を
二次元的に走査させ、前記検出器からの出力信号に基づき，被検眼のＸＹ方向に関して所
定の深さ領域に対応する正面像を取得する画像取得手段と、を備える眼科撮影装置であっ
て、撮影位置を虹彩に合わせて被検眼の虹彩部分を含んだ正面像をモニタに出力させるた
めに前記駆動手段を動作させる第１の調整と、前記第１の調整後、前記モニタに被検眼の
虹彩部分を含んだ正面像が出力された状態において、画像の撮影を開始するトリガ信号の
出力に応答して、前記駆動手段の駆動を制御し、撮影部位を虹彩から角膜にシフトさせる
第２の調整を行う撮影位置調整手段、を備え、前記画像取得手段は、前記撮影位置調整手
段による前記第２の調整後、被検眼の角膜断層像を取得することを特徴とする。
 
 
【発明の効果】
【００１４】
　前眼部正面撮影専用の光学系を用いずに、好適に眼の断層像を取得できる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本発明に係る眼科撮影装置の外観
図である。本装置は、基台２と、基台２に取り付けられた顔支持ユニット４と、基台２上
に移動可能に設けられた移動台６と、移動台６に移動可能に設けられ、後述する光学系を
収納する撮影部（装置本体）８を備える。移動台６は、ジョイスティック１２の操作によ
り、基台２上を左右方向（Ｘ方向）及び前後方向（Ｚ方向）に移動される。また、撮影部
８は回転ノブ１２ａが回転操作されることにより、モーター等からなる駆動機構１７によ
り上下方向（Ｙ方向）に移動される。本装置は、撮影部移動機構として、基台２に対して
本体部６をＸＺ方向に移動させる図示なき駆動機構（摺動機構）と、本体部６に対して撮
影部８をＸＹＺ方向に移動させる駆動機構１７と、を有する。駆動機構１７は、例えば、
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ＸＹＺ方向に対応する３つのモータと、各モータにより駆動される各ＸＹＺスライド機構
の組み合わせからなり、３次元方向に撮影部８を移動させる機構を有する。移動台６には
取得された被検眼像や測定結果等の各種の情報を出力（表示）するモニタ７５、各種設定
を行うためのスイッチが配置されたコントロール部７４が設けられている。
【００１６】
　なお、本実施形態においては、眼科撮影装置の一例として、前眼部断層像撮影装置を挙
げて説明する。図２は、本実施形態に係る前眼部断層像撮影装置の光学系及び制御系を示
す図である。なお、以下の説明においては、眼底断層像も撮影可能な前眼部断層像撮影装
置を例にとって説明する。また、本実施形態においては、被検眼の奥行き方向をＺ方向（
光軸Ｌ１方向）、奥行き方向に垂直な平面上の水平方向成分をＸ方向、鉛直方向成分をＹ
方向として説明する。なお、以下の光学系は、撮影部８に内蔵されている。
【００１７】
　図２において、その光学系は、光源から出射された光束を測定光と参照光に分割し、測
定光を被検眼（前眼部）に導き，参照光を参照光学系に導いた後、被検眼前眼部から反射
された測定光と参照光との干渉状態を検出器により検出する干渉光学系と（ＯＣＴ光学系
）２００と、固視標投影ユニット３００と、を備える。干渉光学系２００は、測定光学系
２００ａと参照光光学系２００ｂを含む。また、干渉光学系２００は、参照光と測定光に
よる干渉光を周波数（波長）毎に分光し，分光された干渉光を受光手段（本実施形態にお
いては、１次元受光素子）に受光させる分光光学系８００を有する。また、ダイクロイッ
クミラー４０は、ＯＣＴ光学系２００の測定光として用いられる波長成分の光を反射し、
固視標投影ユニット３００に用いられる波長成分の光を透過する特性を有する。
【００１８】
　まず、ダイクロイックミラー４０の反射側に設けられたＯＣＴ光学系２００の構成につ
いて説明する。２７はＯＣＴ光学系２００の測定光及び参照光として用いられる低コヒー
レントな光を発するＯＣＴ光源であり、例えばＳＬＤ光源等が用いられる。ＯＣＴ光源２
７には、例えば、中心波長８４０ｎｍで５０ｎｍの帯域を持つ光源が用いられる。２６は
光分割部材と光結合部材としての役割を兼用するファイバーカップラーである。ＯＣＴ光
源２７から発せられた光は、導光路としての光ファイバ３８ａを介して、ファイバーカッ
プラー２６によって参照光と測定光とに分割される。測定光は光ファイバ３８ｂを介して
被検眼Ｅへと向かい、参照光は光ファイバ３８ｃ（ポラライザ（偏光素子）３３）を介し
て参照ミラー３１へと向かう。
【００１９】
　測定光を被検眼Ｅへ向けて出射する光路には、測定光を出射する光ファイバ３８ｂの端
部３９ｂ、コリメートレンズ２２、フォーカス用光学部材（フォーカシングレンズ）２４
、走査部（光スキャナ）２３と、リレーレンズ９５が配置されている。ダイクロイックミ
ラー４０及び対物レンズ１０は、ＯＣＴ光学系２００からのＯＣＴ測定光を被検眼へと導
光する導光光学系としての役割を有する。
【００２０】
　フォーカシングレンズ２４は、駆動機構２４ａの駆動によって、光軸方向に移動可能と
なっており、被検者眼底に対する視度を補正するために用いられる。
【００２１】
　走査部２３は、２つのガルバノミラーの組み合せから構成されている。そして、ガルバ
ノミラー及び走査駆動機構５１は、測定光の光路中に配置され，被検眼上において干渉光
学系２００の光軸と直交する方向（ＸＹ方向）に測定光を走査させるために、測定光の進
行方向を変える光スキャナとして用いられる。光スキャナには、ミラーの他、光の進行（
偏向）方向を変化させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が用いられる。
【００２２】
　光ファイバ３８ｂの端部３９ｂから出射した測定光は、コリメートレンズ２２によって
コリメートされた後、フォーカシングレンズ２４を介して、走査部２３に達し、２つのガ
ルバノミラーの駆動により反射方向が変えられる。そして、走査部２３で反射された測定
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光は、リレーレンズ９５を介して、ダイクロイックミラー４０で反射された後、対物レン
ズ１０を介して、被検眼眼底に集光される。
【００２３】
　そして、眼底で反射した測定光は、対物レンズ１０を介して、ダイクロイックミラー４
０で反射し、ＯＣＴ光学系２００に向かい、リレーレンズ９５、走査部２３の２つのガル
バノミラー、フォーカシングレンズ２４、及びコリメートレンズ２２を介して、光ファイ
バ３８ｂの端部３９ｂに入射する。端部３９ｂに入射した測定光は、光ファイバ３８ｂ、
ファイバーカップラー２６、光ファイバ３８ｄを介して、光ファイバ３８ｄの端部８４ａ
に達する。
【００２４】
　一方、参照光を参照ミラー３１に向けて出射する光路には、光ファイバ３８ｃ、参照光
を出射する光ファイバ３８ｃの端部３９ｃ、コリメータレンズ２９、参照ミラー３１が配
置されている。光ファイバ３８ｃは、参照光の偏光方向を変化させるため、駆動機構３４
により回転移動される。すなわち、光ファイバ３８ｃ及び駆動機構３４は、偏光方向を調
整するためのポラライザ３３として用いられる。
【００２５】
　駆動機構５０は、測定光と参照光の光路長差を調整するために参照光の光路中に配置さ
れた光学部材（例えば、参照ミラー３１）を駆動させる。参照ミラー３１は、参照光の光
路長を変化させるべく、駆動機構５０の駆動によって光軸方向に移動され、被検眼毎の眼
軸長の違いに対応できるよう、その移動可能範囲が設定されている。図２において、参照
ミラー３１は、参照光の光路長が短くなる方向における移動限界位置Ｋ１から参照光の光
路長が長くなる方向における移動限界位置Ｋ２までの範囲を移動可能である。
【００２６】
　光ファイバー３８ｃの端部３９ｃから出射した参照光は、コリメータレンズ２９で平行
光束とされ、参照ミラー３１で反射された後、コリメータレンズ２９により集光されて光
ファイバ３８ｃの端部３９ｃに入射する。端部３９ｃに入射した参照光は、光ファイバ３
８ｃ、光ファイバ３８ｃ（ポラライザ３３）を介して、ファイバーカップラー２６に達す
る。
【００２７】
　そして、光源２７から発せられた光によって前述のように生成される参照光と被検眼眼
底に照射された測定光による眼底反射光は、ファイバーカップラー２６にて合成され干渉
光とされた後、光ファイバ３８ｄを通じて端部８４ａから出射される。周波数毎の干渉信
号を得るために干渉光を周波数成分に分光する分光光学系８００（スペクトロメータ部）
は、コリメータレンズ８０、グレーティングミラー（回折格子）８１、集光レンズ８２、
受光素子８３を有する。受光素子８３は、赤外域に感度を有する一次元素子（ラインセン
サ）を用いている。
【００２８】
　ここで、端部８４ａから出射された干渉光は、コリメータレンズ８０にて平行光とされ
た後、グレーティング８１にて周波数成分に分光される。そして、周波数成分に分光され
た干渉光は、集光レンズ８２を介して、検出器（受光素子）８３の受光面に集光する。こ
れにより、受光素子８３上で干渉縞のスペクトル情報が記録される。そして、受光素子８
３からの出力信号に基づいて眼の断層画像を撮像する。すなわち、そのスペクトル情報が
制御部７０へと入力され、フーリエ変換を用いて解析することで、被検者眼の深さ方向に
おける情報が計測可能となる。
【００２９】
　ここで、制御部７０は、走査部２３の駆動を制御して被検眼上（例えば、前眼部）で測
定光を走査させ、受光素子８３からの出力信号に基づいて被検眼断層像を取得できる。例
えば、Ｘ方向もしくはＹ方向に走査することにより、被検眼のＸＺ面もしくはＹＺ面にお
ける断層像（例えば、前眼部断層像）を取得できる（なお、本実施形態においては、この
ように測定光を眼に対して一次元走査し、断層像を得る方式をＢスキャンとする）。なお
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、取得された断層像は、制御部７０に接続されたメモリ７２に記憶される。さらに、走査
部２３の駆動を制御して、測定光をＸＹ方向に二次元的に走査することにより、受光素子
８３からの出力信号に基づき被検者眼のＸＹ方向に関する二次元動画像や被検眼の三次元
画像を取得することも可能である。
【００３０】
　ＯＣＴ光学系２００によって、正面像を得る場合、制御部７０は、走査部２３の駆動を
制御して眼Ｅ上でＸＹ方向に測定光を二次元的に走査させ、ＸＹ各点について受光素子８
３からの出力信号に基づいて、眼のＸＹ方向に関して所定の深さ領域に対応する正面像を
取得する。例えば、制御部７０は、ＸＹ各点について受光素子８３から出力される干渉信
号のスペクトル強度を積算することにより、正面画像化する。もちろん、正面像を取得す
る手法は、これに限定されず、例えば、ＸＹ各点について取得された干渉信号のゼロクロ
ス点の数を輝度値に変換するようにしてもよい。
【００３１】
　なお、上記構成においては、測定光と参照光の光路差を調整するために参照光の光路長
を変更するものとしたが、これに限るものではなく、測定光の光路長の光路長を変更する
ようにしてもよい。例えば、コリメータレンズ２２及び光ファイバー３９ｂの端部を光軸
方向に移動するようにしてもよい。
【００３２】
　なお、本装置は、深さ方向の撮影位置を調整するため測定光と参照光との光路差を変更
する光路差変更ユニットを有し、例えば、干渉光学系２００に配置された光学部材の少な
くとも一部を移動させることにより光路差を調整する。本装置において、駆動機構５０は
、例えば、参照ミラー３１の駆動により光路差を調整する。なお、駆動機構５０は、干渉
光学系２００に配置された光学部材の一部を移動させる構成であればよく、測定光路中の
光学部材（例えば、コリメータレンズ２２及び光ファイバー３９ｂ）を移動させてもよい
。また、摺動機構、駆動機構１７は、干渉光学系２００を内蔵する撮影部８を前後方向に
移動させることにより光路差を調整する。
【００３３】
　また、これに限定されず、撮影部８に対して眼Ｅを前後方向に移動させる駆動部を用い
て光路差を調整するようにしてもよい。例えば、顔支持ユニット４に設けられた顎台を撮
影部８に対して前後方向に駆動させる。
【００３４】
　次に、固視標投影ユニット３００について説明する。固視標投影ユニット３００は、眼
Ｅの視線方向を誘導するための光学系を有する。固視投影ユニット３００は、眼Ｅに呈示
する固視標を有し、複数の方向に眼Ｅを誘導できる。
【００３５】
　例えば、固視標投影ユニット３００は、可視光を発する可視光源を有し、視標の呈示位
置を二次元的に変更させる。これにより、視線方向が変更され、結果的に撮像部位が変更
される。例えば、撮影光軸と同方向から固視標が呈示されると、眼底の中心部が撮像部位
として設定される。また、撮影光軸に対して固視標が上方に呈示されると、眼底の上部が
撮像部位として設定される。すなわち、撮影光軸に対する視標の位置に応じて撮影部位が
変更される。
【００３６】
　固視標投影ユニット３００としては、例えば、マトリクス状に配列されたＬＥＤの点灯
位置により固視位置を調整する構成、光源からの光を光スキャナを用いて走査させ、光源
の点灯制御により固視位置を調整する構成、等、種々の構成が考えられる。また、固視標
投影ユニット３００は、内部固視灯タイプであってもよいし、外部固視灯タイプであって
もよい。
【００３７】
　また、制御部７０には、表示モニタ７５、メモリ７２、コントロール部７４、駆動機構
５０、駆動機構２４ａ、駆動機構３４、等が接続されている。なお、メモリ７２には、ま
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た、本実施形態では、前眼部アダプター５００（以下、アダプターと記載）無しで被検眼
眼底の断層像及び正面像を撮像する眼底撮影モードと、アダプター５００を用いて被検眼
前眼部の断層像及び正面像を撮像する前眼部撮影モードと、が用意されている。そして、
制御部７０は、モード切換信号が出力されると、撮影モードに応じて装置の光学配置、モ
ニタの表示画面等を切換える。
【００３８】
　眼底撮影モードでは、例えば、以下のようにして撮影が行われる。制御部７０は、受光
素子８３によって検出されたスペクトルデータを処理し、画像処理により眼底正面像を形
成させる。そして、眼底正面像がモニタ７５上に表示されるようになると、予め設定され
る走査パターンに基づきＯＣＴ光学系２００によってＯＣＴ画像が取得され、モニタ７５
上に表示される。ここで、所定のトリガ信号が出力されると、制御部７０は、設定された
走査位置／パターンに基づいて眼底断層像及び眼底正面像を取得し、取得された画像デー
タをメモリ７２に記憶する。なお、制御部７０は、受光素子８３から出力される受光信号
に基づいて駆動機構５０の駆動を制御し、眼底断層像が取得されるように測定光と参照光
との光路差を調整する。この場合、参照ミラー３１は、被検眼の眼軸長の違いに対応した
所定の移動範囲内で移動される。以上のようにして、眼底撮影モードでは、撮影が行われ
る。
【００３９】
　以下、前眼部撮影モードについて説明していく。
【００４０】
　制御部７０は、ＯＣＴ光学系２００が前眼部撮影モードに対応した所定の光学配置とな
るように、各光学部材の位置を調整する。なお、場合によっては、前眼部にフォーカスが
合うように装置と眼Ｅとの作動距離を確保する必要がありうる（例えば、装置に設けられ
た額当ての厚みを増加させるなどの処置）。
【００４１】
　そして、制御部７０は、走査部２３の駆動を制御して前眼部上で測定光を走査させ、受
光素子８３からの出力信号に基づいて前眼部断層像を取得する。すなわち、制御部７０に
よって、予め設定された走査パターンに基づきＯＣＴ光学系２００によって前眼部断層像
と前眼部正面像が取得され、モニタ７５上に動画表示される。検者は、モニタ７５を観察
しながら、ジョイスティック１２を用いて、モニタ７５上の表示領域（撮影範囲）内に所
望の断層像及び所望の前眼部正面像が表示されるように、前眼部に対してアライメントを
行う。このとき、アライメントによって眼Ｅ上の撮影部位が変更され、モニタ７５の表示
領域内に表示される断層像が変化するとともに、モニタ７５に表示される前眼部正面像も
変化する。これは、断層像及前眼部正面像がともにＯＣＴ光学系２００によって取得され
ているためである。
【００４２】
　ここで、前眼部断層像を撮影する際に眼の視線方向を確認し、前眼部断層像の取得を行
う必要がある。例えば、角膜中心での角膜断層像を良好に取得する場合には、眼の視軸と
装置の撮影光軸を一致させ、撮影光軸上に角膜中心が配置された状態として、撮影をする
必要がある。この場合、検者は、前眼部正面像内の瞳孔位置を確認して、被検眼の視線方
向を確認し、視線方向が正面方向を向いていること確認し、撮影を行う。このとき、例え
ば、視線方向が正面方向からずれた場合には、角膜断層像が傾いて表示されることや角膜
中心の断層像が表示されないことがある。これにより、角膜の厚み等が精度良く検出でき
なくなる。
【００４３】
　このため、前眼部正面像の視線方向を確認して、視線方向が正面方向を向いていること
を確認し、眼の視軸と装置の撮影光軸を一致させ、画像取得を行う必要がある。視線方向
の確認は、前眼部正面像の瞳孔部を確認することにより行われる。このとき、視線方向を
修正するための方法としては、例えば、固視灯を用いて、被検者の視線方向を誘導するよ
うにすればよい。
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【００４４】
　図３はＯＣＴ光学系２００によって取得（形成）される正面像と断層像の一例を示す図
である。図３（ａ）は、撮影範囲に虹彩が含まれる際の断層像（左図）と前眼部正面像（
右図）を示している。図３（ｂ）は、撮影範囲に角膜が含まれる際の断層像（左図）と前
眼部正面像（右図）を示している。
【００４５】
　アライメントは、検者によりジョイスティック１２等の操作により、眼Ｅに対して装置
本体を移動させることにより行われる。検者は、アライメントを行い、測定光と参照光と
の光路長が一致する深度位置を虹彩の近傍領域に位置させる。すなわち、検者は、モニタ
７５上の観察画面が図３（ａ）のような画面となるようにアライメントする。
【００４６】
　この場合、制御部７０は、受光素子８３によって検出されたスペクトルデータを処理し
、画像処理により虹彩断層像及び前眼部正面像を形成し、モニタ７５上に表示する。モニ
タ７５上には、瞳孔部分が表示されている（図３（ａ）参照）。
【００４７】
　図３（ｂ）は、角膜断層像を取得した際の図である。制御部７０は、受光素子８３から
の出力信号に基づいて角膜断層像及び前眼部正面像が形成し、モニタ７５上に表示する。
この場合、モニタ７５上には、瞳孔部分が表示されない（図３（ｂ）参照）。
【００４８】
　これは、ＯＣＴ光学系２００を用いて前眼部正面像を取得する場合に、深さ方向の干渉
信号の取得において、取得可能な範囲が限定されるためである。すなわち、撮影範囲が角
膜の近傍領域に位置されると、瞳孔周辺部（例えば、虹彩等）の干渉信号を取得すること
ができない。このため、前眼部正面像には、瞳孔が表示されない。したがって、検者は、
角膜に対してストレートにアライメントを行った場合、視線の確認が難しい。
【００４９】
　以上のように、ＳＬＯ光学系もしくは前眼部撮影光学系等の正面撮影専用の光学系を用
いない場合、角膜断層像を取得するために、角膜近傍に撮影範囲をストレートに合わせる
と、ＯＣＴ光学系２００によって取得された前眼部正面像に瞳孔部が表示されない。その
ため、前眼部正面像にて、視線方向の確認ができない。
【００５０】
　なお、撮影部位（撮影位置）は、参照ミラー３１の移動や装置本体の移動によって変更
することが可能である。例えば、参照ミラー３１を所定の位置にて停止させておくことに
より、撮影部位の調整は、装置本体の移動によるアライメント動作によって行われる。ま
た、アライメント動作を行わない状態では、参照ミラー３１を移動させることにより、撮
影部位の調整が行われる。
【００５１】
　図４は、本実施形態に係る前眼部撮影モードにおける撮影の手順を説明するフローチャ
ートを示す図である。前眼部撮影モードへの切換えが行われると、制御部７０は、ＯＣＴ
光学系２００が前眼部撮影モードに対応した所定の光学配置となるように、各光学部材の
位置を自動的に調整する。
【００５２】
　本実施形態において、前眼部撮影モードにて、前眼部断層像を撮影する場合、焦点位置
は、プラスディオプター方向における所定位置（例えば、＋５Ｄ位置）にフォーカシング
レンズ２４が移動され、ＯＣＴ光学系２００による測定光の焦点位置が装置側に移動され
る。すなわち、アダプター５００の装着とプラス側へのフォーカシングレンズ２４の位置
調整により前眼部に対する測定光のフォーカス合わせが可能な装置状態となる。
【００５３】
　前眼部撮影モードを実行する場合、検者は、アダプター５００を図無き検査窓に装着す
る。そして、装着がされると、制御部７０は、眼底撮像モードから前眼部撮像モードへと
切換えるための切換信号を発する。この場合、装着状態を検知するためのセンサが設けら
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れる。
【００５４】
　以下、各光学部材の位置の調整について説明する。
【００５５】
　＜光路長調整＞
　制御部７０は、モード切換信号に基づいて駆動機構５０の駆動を制御し、前眼部撮影モ
ードに対応する所定位置に参照ミラー３１を位置させる。なお、参照ミラー３１の移動完
了後、参照ミラー３１の移動を禁止する又は移動範囲を所定範囲内に制限してもよい。
【００５６】
　なお、前述の参照ミラー３１の所定位置は、予めメモリ７２に記憶される。ここで、参
照ミラー３１の位置は、検者のアライメント操作によって前眼部近傍（例えば、虹彩、角
膜）に測定光の焦点位置が配置された場合に、虹彩の断層像が取得可能な位置に設定され
ることが好ましい。
【００５７】
　例えば、検者のアライメントによって作動距離が適正に調整された状態において、虹彩
（図３中の虹彩Ｃ１参照）が所定の深さ位置にて取得されるように参照ミラー３１の位置
が調整され、そのときの位置がメモリ７２に記憶される。これらは、シミュレーション又
は実験により求められる。
【００５８】
　なお、参照ミラー３１の所定位置を移動させる場合、参照ミラー３１の位置を検出する
センサ（エンコーダ、ポテンショメータ等）を設け、センサからの検出信号に基づいてメ
モリ７２に記憶された所定位置に参照ミラー３１を移動させる。また、参照ミラー３１の
移動範囲内における所定位置に対応する位置にセンサ（例えば、フォトセンサ）を設け、
そのセンサによって参照ミラー３１が所定位置に位置したことが検知されると、参照ミラ
ー３１の移動を停止するようにしてもよい。
【００５９】
　＜フォーカス調整＞
　ＯＣＴ光学系２００について、制御部７０は、駆動機構２４ａの駆動を制御し、前眼部
撮影モードに対応する所定位置にフォーカシングレンズ２４を位置させる。そして、フォ
ーカシングレンズ２４が所定位置に到達したら、制御部７０は、駆動機構２４ａの駆動を
禁止する。
【００６０】
　なお、フォーカシングレンズ２４の所定位置は、予めメモリ７２に記憶される。フォー
カシングレンズ２４の位置は、設定された所定の適正作動距離において、測定光の焦点が
前眼部（例えば、角膜）に合わせられ、かつ、角膜に向かう測定光の主光線と光軸Ｌ１が
平行となる位置であるのが好ましい。そして、その位置がメモリ７２に記憶される。これ
らは、シミュレーション又は実験により求められる。
【００６１】
　＜制御動作＞
　上記のようにして、ＯＣＴ光学系２００が前眼部撮影モードに対応した所定の光学配置
となるように、各光学部材の位置が自動的に調整される。
【００６２】
　概して、角膜断層像を得るための位置調整として撮影位置を虹彩に合わせて被検眼虹彩
像をモニタ７５に出力させるため、光路差変更ユニットの駆動部（例えば、摺動機構）を
動作させる第１の調整と、第１の調整後に発せられる駆動指令信号に応答して光路差変更
ユニットの駆動部（例えば、駆動機構５０）の駆動を制御し、撮影部位を虹彩から所定部
位にシフトさせる第２の調整を行う。なお、第１の調整の駆動部と、第２の調整の駆動部
は、同じ駆動部であってもよいし、互いに異なる駆動部であってもよい。　より具体的に
説明する。制御部７０は、ＯＣＴ光学系２００によって生成される正面像をモニタ７５上
に表示する。検者は、固視標投影ユニット３００の固視標を注視するように被検者に指示
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した後、前眼部観察像（図３参照）をモニタ７５で見ながら、被検眼の瞳孔中心に撮影光
軸がくるように、ジョイスティック１２を用いて、ＸＹ方向のアライメント操作を行う。
また、検者は、ジョイスティック１２を用いて、モニタ７５を確認しながら、Ｚ方向のア
ライメント操作を行う。
【００６３】
　ここで、検者は、モニタ７５上の前眼部正面像を見ながら、ジョイスティック１２を操
作して、虹彩近傍位置に撮影範囲を移動させ、作動距離を調整する。これにより、図３（
ａ）に示すように、撮影範囲に虹彩が含まれ、瞳孔が観察可能な前眼部正面像が表示され
る。
【００６４】
　なお、検者は、断層像が正しく表示されるように、作動距離を調整するようにしてもよ
い。前眼部に対するアライメントが完了されると、制御部７０によって、予め設定された
走査パターンに基づきＯＣＴ光学系２００によって断層像と正面像（前眼部正面像）が取
得され、取得された正面像と断層像がモニタ７５上に動画表示される。なお、このとき、
正面像として虹彩部分を含んだ正面像が表示される。
【００６５】
　そして、検者は、モニタ７５に表示された前眼部正面像又は前眼部断面像より、視線方
向の確認を行う。そして、検者は、視線方向が正面方向であることを確認する。その後、
所望する走査位置／パターンが設定され、所定のトリガ信号が出力されると、制御部７０
は、前眼部正面像を取得し、取得された画像データ（例えば、静止画として）をメモリ７
２に記憶する。
【００６６】
　トリガ信号が出力されると、制御部７０は、駆動機構５０の駆動を制御して、参照ミラ
ー３１を光軸方向に移動させる。この際、受光素子８３から出力される出力信号を各位置
にて取得し、取得された出力信号に対して角膜に対応する信号の有無を判定する。そして
、角膜有りと判定された位置に参照ミラー３１を位置させる。
【００６７】
　例えば、トリガ信号が出力されると、制御部７０は、参照ミラー３１を移動限界位置Ｋ
１に移動させる。そして、移動限界位置Ｋ１から、逆の移動限界位置Ｋ２に向けて参照ミ
ラー３１の移動を開始させる。このとき、制御部７０は、駆動機構５０の駆動を制御して
参照ミラー３１を移動させると共に、参照ミラー３１の各位置にて受光素子８３から出力
される出力信号に基づいて、角膜断層像が取得される位置に参照ミラー３１を移動させる
。
【００６８】
　ここで、制御部７０は、参照ミラー３１を所定のステップ（例えば、撮影範囲として１
ｍｍステップ）で移動させ、各移動位置にて受光素子８３からの出力信号を得る。そして
、各移動位置における深さプロファイルを取得し、角膜が取得される位置を探索していく
。
【００６９】
　例えば、制御部７０は、参照ミラー３１の各移動位置における断層像を取得する。そし
て、例えば、図５に示すように、断層像の中心をＺ軸方向に走査した時の輝度分布を得る
。もちろん、複数の走査を行い、その結果の平均的な輝度分布を取得するようにしてもよ
い。
【００７０】
　その後、制御部７０は、輝度分布よりエッジ検出をする。そして、初めて、検出したエ
ッジの輝度値が基準値以上立ち上がった位置を角膜位置として判定する。なお、基準値は
、例えば、予め、シミュレーションや実験によって、断層像上の平均的な角膜の輝度値よ
りも所定量だけ小さい値を基準値として設定する。
【００７１】
　以上のようにして、取得された参照ミラー３１の位置ごとに断層像の解析を行い、初め
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て角膜が検出される位置を探索する。そして、角膜位置が初めて検出された位置に対応す
る参照ミラー３１の位置をメモリ７５に記憶させる。
【００７２】
　このとき、制御部７０は、所定の深度位置Ｐから像検出位置Ｐ１（角膜位置）までの偏
位量をゼロにする参照ミラー３１の移動量を算出し、さらに算出された移動量分参照ミラ
ー３１を移動させる。これにより、角膜断層像が所定の深度位置Ｐにて取得された状態と
なる。これにより、制御部７０は、光路長一致位置Ｓ（参照光の光路長に対応する位置）
から角膜までの偏位量が所定の偏位量となるように参照ミラー３１を移動させることが可
能となり、角膜断層像を所定の表示位置に表示できる。
【００７３】
　制御部７０は、参照ミラー３１の移動後、断層像の取得を行う。これにより、角膜断層
像が取得できる。
【００７４】
　以上のようにすれば、正面撮影専用の光学系を用いることなく、眼の視線方向を確認す
ることができ、角膜中心での角膜断層像を良好に取得することが可能となる。
【００７５】
　なお、アダプター５００が外されると、制御部７０により、眼底撮影モードへの切換信
号が出力される。切換信号が発せられると、制御部７０は、ＯＣＴ光学系２００が眼底撮
影モードに対応した光学配置となるように駆動機構５０、駆動機構２４ａの駆動を制御し
、各光学部材の位置を自動的に調整する。この場合、参照ミラー３１、各フォーカシング
レンズ２４は、所定の原点位置に移動される。また、前述の切換信号が発せられると、制
御部７０は、モニタ７５の表示を制御し、表示画面を前眼部撮像用から眼底撮像用に変更
する。
【００７６】
　なお、アダプター５００が装着されたときに発せられる検知信号に基づいて前眼部撮影
モードに対応する切換制御を行う場合、上記手法に限るものではない。例えば、制御部７
０は、前眼部撮影モードへの切換を促す旨（例えば、前眼部撮影モードに移行するか否か
をＹＥＳ／ＮＯで問う、など）をモニタ７５に表示し、所定の選択信号に基づいて前述の
変更制御を行うようにしてもよい。また、コントロール部７４に設けられた所定のモード
切換スイッチからの走査信号に基づいてモードが切換えられても良い。
【００７７】
　なお、本実施形態において、角膜断層像が取得されるように参照ミラー３１の位置を調
整する手法として、角膜を取得できる位置を検出する手法としてが、これに限定されない
。
【００７８】
　例えば、予め、被検眼の平均的な前房深度を実験やシミュレーションにより算出してお
き、それに基づいてオフセット量を設定しておく。この場合、制御部７０は、虹彩近傍位
置から角膜近傍位置へ撮影範囲を変更する際に、設定されたオフセット量分参照ミラー３
１を移動させる。なお、この際、オフセット量分の移動後、角膜の検出を行い、参照ミラ
ー３１の再移動を行うようにしてもよい。
【００７９】
　なお、本実施形態においては、予め設定された基準輝度値を用いて角膜位置を検出した
が、これに限定されない。例えば、参照ミラー３１を移動していった場合に、輝度におけ
る立ち上がりのエッジと立ち下がりのエッジを検出し、エッジ間の間隔と所定の基準間隔
値を比較して、角膜が取得される位置を探索してもよい。この場合、予め、眼の平均的な
角膜厚を算出し、所定の基準間隔値が設定される。すなわち、角膜からの反射情報を用い
ることにより、角膜の有無を判定する構成であればかまわない。
【００８０】
　なお、本実施形態においては、移動限界位置Ｋ１から角膜の検出を行い、参照ミラー３
１を移動させる構成としたがこれに限定されない。例えば、虹彩近傍位置より角膜方向に
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向けて参照ミラー３１を移動させていき、角膜断層像が取得される位置を検出する構成と
してもよい。すなわち、角膜の検出開始位置は、移動限界位置Ｋ１と移動限界位置Ｋ２と
の間で設定可能である。
【００８１】
　なお、本実施形態においては、視線方向を確認した後の調整を経て角膜断層像を取得す
る際、参照ミラー３１を移動させる構成としたが、これに限定されない。
【００８２】
　干渉光学系２００に配置された光学部材全体（干渉光学系２００全体）を光軸方向に移
動させる駆動手段の駆動によって、光路差が調整されてもよい。この場合、図３（ａ）に
示すようにアライメントが調整され、視線方向が確認された後、所定のトリガ信号が発せ
られると、制御部７０は、駆動部（例えば、モータ等）を駆動させ、撮影範囲に角膜が含
まれるように装置本体（撮影部８）を移動させる。例えば、撮影範囲に虹彩が含まれたア
ライメント位置から角膜が含まれたアライメント位置に移行されるように、シミュレーシ
ョン又は実験等によって装置本体の移動量を予め求めておけばよい。眼の平均的な前房深
度に基づいて移動量を求める場合もありうる。これにより、撮影範囲に角膜が含まれるよ
うに眼Ｅと装置本体との距離が調整され、角膜断層像が取得可能となる（図３（ｂ）参照
）。
【００８３】
　また、上記モード切換時の光学配置の自動調整について、アダプターの装着により眼底
と前眼部の断層像を得る装置でなく、装置内部にてレンズ系の挿脱により測定光の焦点位
置を前眼部と眼底とで切換える構成を有する装置においても、本発明の適用は可能である
。もちろん前眼部断層像を撮影するための専用の装置においても、本発明の適用は可能で
ある。
【００８４】
　なお、以上の説明においては、フーリエ変換後の深さプロファイルに基づいて各撮像条
件が調整されたが、これに限定されない。すなわち、検出器から出力される出力信号に基
づいて各撮像条件が調整さればよい。例えば、フーリエ変換前のスペクトルデータが用い
られてもよい。
【００８５】
　なお、上記説明において、スペクトルメータを用いたスペクトルドメインＯＣＴを例に
とって説明したが、これに限定されない。例えば、波長可変光源を備えるＳＳ－ＯＣＴ（
Swept source OCT）であってもよい。
【００８６】
　なお、本実施形態においては、所定部位を角膜として、制御部７０は、撮影部位を虹彩
から角膜にシフトさせる第２の調整を行い、被検者眼の角膜断層像を取得する構成とした
が、これに限定されない。例えば、本発明は、所定部位を眼底として、虹彩近傍位置から
眼底断層像を撮影する場合にも適用可能である。
【００８７】
　この場合、眼底断層像を得るための位置調整として撮影位置を虹彩に合わせて被検眼虹
彩像をモニタ７５に出力させるため、光路差変更ユニットを動作させる第１の調整と、第
１の調整後に発せられる駆動指令信号に応答して光路差変更ユニットの駆動部を制御し、
撮影部位を虹彩から所定部位にシフトさせる第２の調整を行う。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本発明に係る眼科装置の外観を示す図である。
【図２】本実施形態に係る前眼部断層像撮影装置の光学系及び制御系を示す図である。
【図３】ＯＣＴ光学系によって取得される正面像と断層像の一例を示す図である。
【図４】本実施形態に係る前眼部撮影モードにおける撮影の手順を説明するフローチャー
トである。
【図５】画像の深さ方向における輝度分布の変化を示す図である。
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【符号の説明】
【００８９】
　８　撮影部
　１２　ジョイスティック
　２３　走査部
　２４　フォーカシングレンズ
　２４ａ　駆動機構
　３１　参照ミラー（光路長可変部材）
　５０　駆動機構
　７０　制御部
　７２　メモリ
　７４　コントロール部
　７５　モニタ
　８３　受光素子
　２００　干渉光学系（ＯＣＴ光学系）
　３００　固視標投影ユニット
　５００　前眼部アダプター

【図１】
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